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２.申請書類作成のポイント

（１）申請書について

（２）技術職員名簿について

１.主な変更点

（１）発注者別評価事項の追加

（２）建設工事入札参加資格審査申請書【別表】の提出方法

（３）大臣許可及び経審を電子申請する知事許可業者の申請方法
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１．主な変更点

令和７・８年度適用秋田県建設工事入札参加資格審査について
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（１）発注者別評価事項の追加

変更あり

令和７・８年度適用

係数等事項

５ 社会的要請への対応の状況

賃金水準を引き上げた者

1.5％以上の場合
＋2％

3.0％以上の場合
＋3％

令和4年と5年、又は令和5年
と6年の一人当たり給与等支
払額を比較した増加率

全国平均超の場合
＋3％

令和6年の一人当たり給与等
支払額

1名の場合 ＋5点
2名以上の場合

＋10点

障害者を雇用している場合

1名の場合 ＋5点
2名以上の場合

＋10点

保護観察者等を雇用している場合

健康経営 ＋5点
ＳＤＧｓ ＋5点

健康経営優良法人又は秋田県
SDGsパートナー登録を受けた者

＋10点ｇＢｉｚＩＤプライムのアカ
ウントを取得している者

令和５・６年度適用

係数等事項

５ 社会的要請への対応の状況

賃金水準を引き上げた者

1.5％以上の場合
＋2％

3.0％以上の場合
＋3％

令和2年と3年、又は令和3年
と4年の一人当たり給与等支
払額を比較した増加率

全国平均超の場合
＋3％

令和4年の一人当たり給与等
支払額

1名の場合 ＋5点
2名以上の場合

＋10点

障害者を雇用している場合

1名の場合 ＋5点
2名以上の場合

＋10点

保護観察者等を雇用している場合

健康経営 ＋5点
ＳＤＧｓ ＋5点

健康経営優良法人又は秋田県
SDGsパートナー登録を受けた者

令和７年１月３１日までに取得している
場合、加点対象。
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（２）建設工事入札参加資格審査申請書【別表】の提出方法

＜対象となる発注者別評価事項＞
・賃金水準に関する加点
・若年者等雇用に関する加点 ※令和6年11月1日以前に面談審査または電子申請を実施した者

・ｇＢｉｚＩＤの取得に関する加点

＜受付期間＞
令和７年１月６日（月）から同月３１日（金）まで

電子申請

手順等の詳細は後日公表
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（３）大臣許可及び経審を電子申請する知事許可業者の申請方法

＜大臣許可業者＞
受付方法：電子申請
受付期間：令和６年８月１日（木）～令和７年１月３１日（金）

＜経営事項審査を電子申請する知事許可業者＞
受付方法：電子申請
受付期間：令和６年８月１日（木）～令和７年１月３１日（金）

※経営事項審査を面談申請する場合は、前回同様、経営事項審査と
同時に面談。

手順等の詳細は後日公表
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２．申請書類作成のポイント

令和７・８年度適用秋田県建設工事入札参加資格審査について
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（１）申請書について（最高元請負額）

・審査基準日以前２４ヶ月間の最高元請
額（税抜）を記載

・面談時に契約書のほか、代金の受領が
確認できる通帳、領収書を確認

工事進行基準を採用している未成工事
や、解体工事は対象外のため注意！



秋 田 県

（１）申請書について（技術職員の人数）

技術職員に係る資格の種類ごとに、審査基準日現在の人数を記入する。
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基本

記入する資格取得している資格

１級土木施工管理技士１級建設機械施工管理技士１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士（土木）２級建設機械施工管理技士２級土木施工管理技士（土木）

１級建築施工管理技士１級建築士１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士（建築）２級建築士２級建築施工管理技士（建築）

電気主任技術者第二種電気工事士電気主任技術者

１・２級電気工事施工管理技士電気工事士１・２級電気工事施工管理技士

同一系統の資格については、次の方法により記入する。
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例
申請工種：一般土木工事、建築一式工事
Ａ氏 ：１級土木施工管理技士、１級建設機械施工管理技士、２級建築士
Ｂ氏 ：２級建築施工管理技士（建築）、２級建築士
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基本

記入する資格取得している資格

１級土木施工管理技士１級建設機械施工管理技士１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士（土木）２級建設機械施工管理技士２級土木施工管理技士（土木）

１級建築施工管理技士１級建築士１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士（建築）２級建築士２級建築施工管理技士（建築）

電気主任技術者第二種電気工事士電気主任技術者

１・２級電気工事施工管理技士電気工事士１・２級電気工事施工管理技士

同一系統の資格については、次の方法により記入する。
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例

１

申請工種：一般土木工事、建築一式工事
Ａ氏 ：１級土木施工管理技士、１級建設機械施工管理技士、２級建築士
Ｂ氏 ：２級建築施工管理技士（建築）、２級建築士

Ａ氏

１
Ａ氏
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基本

記入する資格取得している資格

１級土木施工管理技士１級建設機械施工管理技士１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士（土木）２級建設機械施工管理技士２級土木施工管理技士（土木）

１級建築施工管理技士１級建築士１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士（建築）２級建築士２級建築施工管理技士（建築）

電気主任技術者第二種電気工事士電気主任技術者

１・２級電気工事施工管理技士電気工事士１・２級電気工事施工管理技士

同一系統の資格については、次の方法により記入する。
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例

１

申請工種：一般土木工事、建築一式工事
Ａ氏 ：１級土木施工管理技士、１級建設機械施工管理技士、２級建築士
Ｂ氏 ：２級建築施工管理技士（建築）、２級建築士

１

Ａ氏

Ｂ氏

１
Ａ氏

→同一系統の優先する資格の人数にＡ氏、Ｂ氏を計上しているため、Ａ氏の１
級建設機械施工管理技士、Ｂ氏の２級建築士の分は人数欄に記入しない。
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一般塗装を申請する場合

記入する資格取得している資格

左に掲げる資格のうち
有資格技術者の保有基準上の上位資格いず
れか一つを記入
※ただし、１級塗装技能士（建築・鋼橋）
と２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）
あるいは２級建築施工管理技士（仕上げ）
の両方を保有している場合は、１級塗装技
能士（建築・鋼橋）を記入

１級土木施工管理技士
１級建築施工管理技士
２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）
２級建築施工管理技士（仕上げ）
１・２級塗装技能士（建築塗装）
１・２級塗装技能士（鋼橋塗装）
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例１
申請工種：一般塗装工事のみ
Ａ氏 ：１級土木施工管理技士、２級建築施工管理技士（仕上げ）
Ｂ氏 ：２級建築施工管理技士（仕上げ）、１級塗装技能士（建築塗装）
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記入する資格取得している資格

左に掲げる資格のうち
有資格技術者の保有基準上の上位資格いず
れか一つを記入
※ただし、１級塗装技能士（建築・鋼橋）
と２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）
あるいは２級建築施工管理技士（仕上げ）
の両方を保有している場合は、１級塗装技
能士（建築・鋼橋）を記入

１級土木施工管理技士
１級建築施工管理技士
２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）
２級建築施工管理技士（仕上げ）
１・２級塗装技能士（建築塗装）
１・２級塗装技能士（鋼橋塗装）

一般塗装を申請する場合
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例１
申請工種：一般塗装工事のみ
Ａ氏 ：１級土木施工管理技士、２級建築施工管理技士（仕上げ）
Ｂ氏 ：２級建築施工管理技士（仕上げ）、１級塗装技能士（建築塗装）

１ Ａ氏
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記入する資格取得している資格

左に掲げる資格のうち
有資格技術者の保有基準上の上位資格いず
れか一つを記入
※ただし、１級塗装技能士（建築・鋼橋）
と２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）
あるいは２級建築施工管理技士（仕上げ）
の両方を保有している場合は、１級塗装技
能士（建築・鋼橋）を記入

１級土木施工管理技士
１級建築施工管理技士
２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）
２級建築施工管理技士（仕上げ）
１・２級塗装技能士（建築塗装）
１・２級塗装技能士（鋼橋塗装）

一般塗装を申請する場合
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例１
申請工種：一般塗装工事のみ
Ａ氏 ：１級土木施工管理技士、２級建築施工管理技士（仕上げ）
Ｂ氏 ：２級建築施工管理技士（仕上げ）、１級塗装技能士（建築塗装）

１

１ Ａ氏

Ｂ氏

Ａ氏、Ｂ氏共に２級建築施工管
理技士（仕上げ）を取得してい
るが、上位資格に計上している
ため、２級建築施工管理技士
（仕上げ）の欄には記入しない。
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例２
申請工種：一般塗装工事、一般土木工事、建築一式工事
Ａ氏 ：１級土木施工管理技士、１級建築施工管理技士
Ｂ氏 ：２級建築施工管理技士（仕上げ）、１級塗装技能士（建築塗装）

１

１ Ａ氏

Ｂ氏

１ Ａ氏

一般塗装工事のみ申請して
いる場合は、優先して記入
する資格欄にのみ計上する
が、今回は、一般土木工事
と建築一式工事も申請して
いるため、どちらの欄にも
記入が必要。
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舗装工事を申請する場合

記入する資格取得している資格

・１級舗装施工管理技術者の数
→コード２２の欄

・２級舗装施工管理技術者の数
→コード２３の欄

にそれぞれ記入する

舗装施工管理技術者が
・１級土木施工管理技士
・１級建設機械施工管理技士
・２級土木施工管理技士（土木）
・２級建設機械施工管理技士
のいずれも保有していない場合
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例
申請工種：舗装工事のみ
Ａ氏 ：２級土木施工管理技士（土木）、１級舗装施工管理技術者
Ｂ氏 ：１級舗装施工管理技術者
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記入する資格取得している資格

・１級舗装施工管理技術者の数
→コード２２の欄

・２級舗装施工管理技術者の数
→コード２３の欄

にそれぞれ記入する

舗装施工管理技術者が
・１級土木施工管理技士
・１級建設機械施工管理技士
・２級土木施工管理技士（土木）
・２級建設機械施工管理技士
のいずれも保有していない場合

舗装工事を申請する場合
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例
申請工種：舗装工事のみ
Ａ氏 ：２級土木施工管理技士（土木）、１級舗装施工管理技術者
Ｂ氏 ：１級舗装施工管理技術者

１

１

１

Ａ氏

Ａ氏

Ｂ氏 土木施工管理技士又は建設機
械施工管理技士と重複して保
有しているか否かで記入欄が
変わる。
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解体工事を申請する場合

記入する資格取得している資格

解体工事施工技士の数をコード２７の欄に
記入する

・解体工事施工技士が１級土木施工管理技
士等を保有していない場合
・解体工事施工技士が１級土木施工管理技
士等を保有しているが、登録解体工事講習
の修了者等でないため、解体工事の技術者
として認められない場合
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例
申請工種：一般土木工事、建築一式工事、解体工事
Ａ氏 ：１級建築施工管理技士（Ｈ15年合格、解体実務経験・講習なし）、解体工事施工技士
Ｂ氏 ：1級土木施工管理技士（Ｒ2年合格）、1級建築施工管理技士（Ｒ4年合格）、解体工事施工技士
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解体工事を申請する場合

記入する資格取得している資格

解体工事施工技士の数をコード２７の欄に
記入する

・解体工事施工技士が１級土木施工管理技
士等を保有していない場合
・解体工事施工技士が１級土木施工管理技
士等を保有しているが、登録解体工事講習
の修了者等でないため、解体工事の技術者
として認められない場合



秋 田 県

例
申請工種：一般土木工事、建築一式工事、解体工事
Ａ氏 ：１級建築施工管理技士（Ｈ15年合格、解体実務経験・講習なし）、解体工事施工技士
Ｂ氏 ：1級土木施工管理技士（Ｒ2年合格）、1級建築施工管理技士（Ｒ4年合格）、解体工事施工技士

２

１
１

１ Ｂ氏

Ｂ氏

Ａ氏

Ａ氏、Ｂ氏

解体工事の技術者として認めら
れる他の資格を保有しているか
否かで記入欄が変わる。

１

Ｂ氏は１級建築施工管理技士で
も解体工事の技術者として認め
られるが、１級土木施工管理技
士の「うち解体」人数に含まれ
ているので、こちらには記入し
ない。
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参考例：解体工事を申請しない場合
申請工種：一般土木工事、建築一式工事
Ａ氏 ：１級建築施工管理技士（Ｈ15年合格、解体実務経験・講習なし）、解体工事施工技士
Ｂ氏 ：1級土木施工管理技士（Ｒ2年合格）、1級建築施工管理技士（Ｒ4年合格）、解体工事施工技士

２

１

Ｂ氏

Ａ氏、Ｂ氏

Ｂ氏は解体工事の技術者として認められる
が、解体工事の格付申請をしていないため、
「うち解体」の人数は記入不要。

Ａ氏、Ｂ氏共に解体工事施工技士の資格を
持っているが、解体工事の格付申請をして
いないため、記入不要。
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（２）技術職員名簿について

解体工事の技術者として認
められる者は○を記入

・のり面施工管理技術者（１１７）
・１級舗装施工管理技術者（１３H）
・２級舗装施工管理技術者（２３H）
は格付のみ配点があるため忘れずに記入

・５０音順に作成
・申請しない工種に係る資格
コードは記入しない
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同一工種の資格を複数有している技術職員がいる場合

①経営事項審査上の配点が低い資格又は配点がない資格が技術者保有条件となっ
ている場合
→経営事項審査上の配点が最も高い資格コードと、
技術者保有条件となっている資格コードの両方を記入

②経営事項審査上の配点が同じ資格が技術者保有条件となっている場合
→技術者保有条件となっている資格コードのみを記入

③経営事項審査上の配点が高い資格が技術者保有条件となっている場合
→経営事項審査上の配点が最も高い資格コードのみを記入
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ご視聴ありがとうございました。

令和７・８年度適用秋田県建設工事入札参加資格審査について


